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「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて 

 

 

今般、平成１２年３月３０日児発第２９６号「小規模保育所の設置認可等に

ついて」（以下「児発第２９６号通知」という。）が施行されたところであり、

この取扱いについては、次の事項に留意願いたい。 

１ 児発第２９６号通知の第１の１の（２）の②に掲げる地域には、旧地域改 

善対策特別措置法（昭和５７年法律第１６号）第１条に掲げる対象地域及び 

過疎地域に準ずる地域を含むものとするものであること。 

２ 小規模保育所の保育単価については、定員２０人及び２１人から３０人ま

でのものについて別途通知による小規模保育所に係る各々の保育単価が適用

され、その他の小規模保育所のうち、定員３１人から４５人までの保育所に

あっては保育所運営費国庫負担金交付基準の保育単価表の４５人までの区分

の保育単価が、定員４６人以上の保育所にあっては、４６人から６０人まで

の区分の保育単価が、各々適用されるものであること。 

３ 昭和５７年８月２４日児福第２１号「小規模保育所の設置認可等の取扱い

について」は廃止する。 

  なお、この通知の１については、地方分権の推進を図るための関係法律の

整備等に関する法律（平成１１年法律第８７号）による改正後の地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４に規定する技術的勧告に当たる

ものである。 


